
お知らせ

公的年金等の収入金額の合計額が４００万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
２０万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がありません。　

※１　この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
※２　所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

●お問い合わせ　財政課　税務グループ

　

町税は納期内に納めましょう
　町税は、定められた期限までに自主的に納めていただくことになっております。
　納付をうっかり忘れ、納期限を過ぎますと 督促状や催告書が送られるほか、本来納めるべき税額
のほかに延滞金もあわせて納めなければなりません。
　また、町税を滞納のままにしておきますと、滞納者の財産（給与、預貯金、不動産等）について、差押え
等の滞納処分を受けることになります。
　このように町税の滞納は、納税者にとって不利益となるだけではなく滞納整理に費用がかかり、この費用
も納税者の税金から支出することになります。
　町政の円滑な推進に町税が有効に活用されるよう納期内納付にご協力ください。

延滞金
　納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、年14.6%
の割合で延滞金がかかります。ただし、納期限の翌日から１か月以内の期間については、年7.3%（この
期間のうち平成12年１月１日以後の期間については、この期間の属している年の前年の11月30日現在
の「基準割引率および基準貸付利率」に４%を加算した割合）の割合となっています。
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公的年金等を受給されている方へ

「
第
２
回
新
規
高
卒
者
就
職

面
接
会
in
函
館
」の
お
知
ら
せ

1616２０１３年１月号


